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1. はじめに 

本業務は中尾第 3 号砂防堰堤の改築及び、左俣谷

計画 2号、3号、5号砂防堰堤、左俣谷第 2号、3号、

5号砂防堰堤改築の詳細設計、左俣谷計画 2号、3号

工事用道路の詳細設計を行う業務である。詳細設計

を実施するにあたり、現地において既存施設の状況

や周辺地形、地質、環境条件を確認することを目的

に現地調査を実施した。設計箇所数が多く調査個所

が広範囲である現地調査時には右に示すような様々

なリスクが存在するうえ、昨年度より感染拡大が問

題とされている新型コロナウイルスへの感染防止のリスクが存在した。このため、現地作

業時の作業員の事故防止及び、コロナウイルスへの感染防止のために実施した安全対策に

ついて報告する。 

 

2. 現地調査の概要 

現地調査範囲は左俣谷から足洗谷までと広範囲であり、調査項目も多岐にわたる（図 1）。 

 
図 1 調査範囲 

現地調査での事故リスク 

・急傾斜地での滑落、落石事故 

・渓流渡河時の転倒、水難事故 

・林道での通行車両との接触 

・危険生物との遭遇 

・登山客・観光客とのトラブル 

・地震、落雷などの自然現象 

・新型コロナウイルスの感染 
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表 1 調査項目と想定されるリスク 

調査項目 想定されるリスク 

既存施設調査 転落、滑落、水難事故、通行車両との接触、危険

生物との遭遇、登山客・観光客とのトラブル、地

震、落雷などの自然現象 

礫径調査 滑落、水難事故、危険生物との遭遇、登山客・観

光客とのトラブル、地震、落雷などの自然現象 

のり面調査 転落、滑落、浮石による転倒、通行車両との接触、

危険生物との遭遇、登山客・観光客とのトラブル、

地震、落雷などの自然現象 

ＵＡＶ撮影 墜落、登山客・観光客とのトラブル 

 

3. 現地での安全対策 

現地調査前、現地調査中に実施した安全対策の工夫点について以下に示すとともに、緊

急事態宣言下における新型コロナウイルス感染症への対応として現地で実施した予防対策

を示す。 

 

3.1. 現地調査実施前 

（１） 現地情報の収集 

現地調査時の不測の事態を想定し、緊急時の連絡先である、近傍の病院、警察、消防署

などの電話番号を調べ現地調査計画書に整理した。また、現場付近の AED 設置場所の位置

図および設置個所などの情報を収集し整理した。降雨量や河川水位については事前確認す

るとともに、情報収集先である川の防災情報のＵＲＬをスマートフォンに事前登録した。 

 

図 ２ 現場付近の AED設置場所位置図 

出典：日本全国 AED マップ 
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3.2. 現地調査期間中 

（１） 調査開始前の確認 

調査開始前ミーティング時に、「現地踏査開始

時確認シート」を基に、調査員の体調･装備、共

同装備の確認を行った。また、現地の気象及び

火山情報などを気象庁ＨＰで確認し調査実施の

可否を判断した。また、駐車車両には見やすい

場所に駐車票を設置し、駐車によるトラブル防

止に努めた。 

     図１ 車両駐車票         表２ 現地踏査開始時確認シート 

 

（２） 現場の安全管理 

現地調査実施時には、現地へ入る前、調査の終了時に発注者に報告を行い安全管理の共

有を図った。また、作業開始前には、現場責任者が作業内容や工程等の説明を充分に行い、

その内容を熟知し作業目的、内容、方法、手順及び状況について全員に周知徹底させた。

またＫＹ活動を行い、作業上の注意事項を確認し全員に認識させた。 

1）ＫＹ活動 

  

写真 1 ＫＹ活動状況 



2）危険生物への対応 

藪や湿地帯に入る時は周囲に注意を払い、危険生物

の有無を確認するとともに、毒蛇やスズメバチによる

毒の応急処置として、ポイズンリムーバー（毒吸引器）

や救急セットを携帯した。また、調査中はクマなどに

対して人間の存在を知らせることが重要なため、クマ

鈴をつけ、会話をしながら前進する等、常に人間の存

在を主張するなどの対策を行った。 

                        写真２ 危険生物への安全装備 

3）その他の装備および安全対策 

 水難事項の危険性を伴う河道内での礫径調査時や、

急峻斜面におけるのり面調査時には安全確保のため２

名以上で行動すると主に、流れが速い場所や登坂に危

険が伴う箇所での安全確保、また、梯子の固定などの

ために安全ロープを装備し使用した。 

 ＵＡＶ撮影時には操縦者の他に補助者を 1 名以上配

置し、操縦者と協力して動作や設定のダブルチェック、

安全確保の見張りなどを行い、安全確認に努めた。    写真３ 安全ロープ 

 

3.3. 新型コロナ感染症への対策 

 緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症への対応として、以下の対策を行った。 

 

写真４ 会話時のマスク着用状況 

 

4. おわりに 

 これらの安全対策を実施することにより、本業務では業務開始から現在まで無事故で業

務を遂行しています。今後もさらなる安全意識を向上するとともに、全調査員の安全を確

保するために可能な限りの対策を行いたいと思います。 

最後に、神通川水系砂防事務所および栃尾出張所の皆様には、日頃より安全に業務を遂

行するためにご指導とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

新型ウイルス感染症対策 

・毎朝の検温実施 

・調査開始前の社員相互の体調確認 

・車両内でのマスク着用と会話の制限 

・感染者増大時期を避けた調査日程調整 

・公共交通を避け、原則移動は車を利用 

・関東圏社員との乗車車両の分離 


